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寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和７年６月16日（月）午前10時00分から午前10時30分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第２委員会室
３　出席委員（13名）　※番号は席番号
１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　３番　入江　剛
６番　津澤　謙次　　　　　　　　　　　　　７番　枡井　信仁
８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）　　　９番　川口　茂明（農地調整委員長）
11番　田伐　厚子　　　　　　　　　　　　　12番　森田　隆義
13番　小橋　牧子　　　　　　　　　　　　　14番　田中　久治
15番　堤下　敏　　　　　　　　　　　　　　16番　田中　悦子
17番　溝口　透（会長職務代理者）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　欠席委員（４名）
　　２番　滝本　多美子　　　　　　　　　　　　４番　南　　昌男（会長）
５番　川口　智之　　　　　　　　　　　　　10番　筏　眞智子
５　遅刻委員（０名）
６　議事日程
第１　 議案第４号　農地法第３条第１項による許可について
第２　 報告第６号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　 報告第７号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
第４　 報告第８号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
　 ７　農業委員会事務局職員

　  局長代理　川原　祐　　 　　　　　　　　　 職員　谷内　奈央
職員　田中　孝雅
８　議長　会長職務代理者　溝口　透
９　会議の概要
（　午前10時00分　開会　）
　　　　　　　　　
　議長（溝口会長職務代理）　ただいまから６月の委員会総会を始めさせていただきます。
　　　　　　　　　本日は、委員４名が欠席ですので、委員17名のうち13名が出席し、出席

委員は過半数以上で総会は成立いたします。

本日は会長がご欠席のため、寝屋川市農業委員会会議規則に基づき、会長に代わりまして総会の議長を務め、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第４号「農地法第３条第１項による許可について」事務局から説明を　　お願いします。
　事務局　　　　　　　　　　　　（議案第４号　件番１朗読）
　　　　　　　　　件番１につきまして、場所は、木屋地区にある自動車教習所の東側でござ
います。

本件は、農地マッチング事業を活用され、本貸借が成立しました。

被設定人は、奈良県で２年間稲作を勉強後、今年の２月に同制度を活用し梅が丘二丁目の農地を借り受け耕作されています。

全部効率利用要件については、所有農地はなく、借り受け農地に遊休農地及び無断転用がないことを現地確認しております。

農機具等は、耕運機、田植機、バインダー、ハーベスターを各１台所有されています。

通作距離は約1.1㎞、車で約４分です。

そして、農作業常時従事要件については、ご夫婦で年間200日従事されるとのことです。

地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に支障をきたすおそれがないと認められるため、問題ございません。

現況は写真のとおりで、奥の稲作部分は、例年委託されていたとのことですが、今年は田植えまで委託され、その後は本貸借の被設定人が行っていく予定です。

手前の畑作部分は、これまで設定人が耕作されていたように、被設定人が畑として利用していくとのことです。
以上でございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
本件につきまして、６月５日の農地調整委員会で審議しましたので、農地調整委員長から追加の説明等がございましたらお願いします。
　農地調整委員長　本件は、水等問題なく耕作してもらえると考えます。被設定人のご夫婦はまだお若いので、頑張っていってほしいと思います。
　議長　　　　　　件番１について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
それでは、件番１について、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
　議長　　　　　　ご異議がないようですので許可いたします。
　　　　　　　　　続きまして、報告第６号「農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　　　　　　　（報告第６号　件番１朗読）
　　　　　　　　　件番１につきまして、場所は、深北緑地公園の西側でございます。

本件は、５月12日に受付をし、５月19日に地区担当委員と現地確認を行い、５月27日に会長専決により届出を受理いたしました。

当該地は、露天資材置場に転用されます。

雨水排水については、北側の側溝から合流式で排水される予定です。

現況は写真のとおりです。
（報告第６号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は、市立第三中学校の南側でございます。

本件は、５月20日に受付をし、５月23日に地区担当委員と現地確認を行い、６月10日に会長専決により届出を受理いたしました。

当該地は、老人ホームに転用されます。

雨水排水については、北側の既設集水桝へ放流される予定です。

現況は写真のとおりです。
（報告第６号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は、萱島駅の西側でございます。

本件は、５月20日に受付をし、５月22日に地区担当委員と現地確認を行い、５月27日に会長専決により届出を受理いたしました。

現況は写真のとおり、既に住宅敷地の一部となっており、今般相続があり、農地転用の手続きがされていなかったことが分かったため、経過書とともに届出がありました。

雨水排水に関しては、西側の側溝から南側水路へ排水されています。
（報告第６号　件番４朗読）
件番４につきまして、場所は、寝屋川市駅の北側でございます。

本件は、５月22日に受付をし、６月２日に地区担当委員と現地確認を行い、６月10日に会長専決により届出を受理いたしました。

現況は写真のとおり、既に道路となっています。
今般相続があり、農地転用の手続きがされていなかったことが分かったため、経過書とともに届出がありました。

雨水排水に関しては、南東側の排水桝へ放流されています。
以上でございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
件番１につきまして、地区担当委員から追加の説明等がございましたらお願いします。
　地区担当委員　　当該地は以前から草刈りまでで、耕作はされていなかったと思います。排水等計画内容は問題ないと考えます。
　議長　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、件番２につきまして、地区担当委員はご欠席されています。
件番２について、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、件番３につきまして、地区担当委員から追加の説明等がござ　　いましたらお願いします。
　地区担当委員　　周りは宅地で囲まれているため、問題ないと考えます。
　議長　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、件番４につきまして、地区担当委員から追加の説明等がございましたらお願いします。

　地区担当委員　　この件につきましても、駅前の宅地に囲まれた土地であるため、問題ないと考えます。
　議長　　　　　　件番４について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。

続きまして、報告第７号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について」事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　　　　　　　（報告第７号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は第二京阪道路の西側、北河内４市リサイクルプラザかざぐるまの北側でございます。

本件は、５月８日に証明願があり、５月14日に事務局のみで現地確認を行い、５月27日に会長専決により証明書を発行いたしました。

右変形性膝関節症で農業に従事することは不可能であるという診断書が提出されております。

現況は写真のとおりです。

以上でございます。
　
　議長　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。

続きまして、報告第８号「使用目的変更承認願に係る専決報告について」　　　　　　　　　事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　　　　　　　（報告第８号　件番１朗読）
　　　　　　　

件番１につきまして、場所はJR学研都市線の西側でございます。

　　　　　　　　　４月に許可済みの３条申請があった際に、所有農地を確認したところ、過去に届出がされていない農業用倉庫があったため、今般届出いただいたものです。

　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。

　　　　　　　　　以上でございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
件番１につきまして、地区担当委員から追加の説明等がございましたらお願いします。
　地区担当委員　　以前からある倉庫ですが、届出がされていなかったため、提出いただいたものです。中に農機具を収納されているのを確認しています。
　議長　　　　　　件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
  　　　　　以上をもちまして、６月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後10時30分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和７年６月16日

寝屋川市農業委員会
会長　南　　昌　男
署名委員　　　　　　　　　　　　
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